
 

令和元年 １０月 17 日 

宮 城 県 警 察  

災 害 警 備 本 部 

（担当：生活安全企画課） 
022-221-7171(内：3036) 

 

  

 

台風１９号の被害に便乗し、災害復興に

伴う住宅工事などで高額な代金を請求す

る『悪質商法』に注意しましょう。 

  

 

～手をつなぎ 「心はひとつ」～  

Ｎｏ.２ 

 

被災者宅に押しかけ勝手に工事 

依頼していないのに突然押しかけて勝手に工事を行い、高額な料金を請

求する。 

無料点検で不安をあおって工事を契約 

市役所などの無料家屋調査を装い、「すぐに修理が必要。」などと不安を

あおって工事を契約させる。 

 

応急措置のみで現金を受け取り音信不通 

ブルーシートでの応急措置のみを行い、「正規の工事は後日。」と言って

工事代金を受け取り、以後連絡が取れなくなる。 


